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平成 25年 5月 定例会

産経土木常任委員会説明資料

県土整備部 建 設企画課

平成25年度公共工事設計労務単価について

・今回の単価改FjTは、全国全職種平均で 15 1%の 上昇。
・本県では、普通作業員、鉄筋工、型枠工、運転手、交通誘導員な ど全 50職 種の

平均で対前年比 17 7%上 昇。
・個別単価については別紙参照

中
・社会保険への加入徹底の観点から、法定福利費相当額の本人負担分を単価に反映。

(企業負担分については、現場管理費の率を平成 24年 6月 に改訂済み)
・型枠工、左官、とび工、鉄筋工などの技能労働者の減少に伴い、上昇している市

場の実勢価格を適切に反映。

。4月 1日 以降に起工決済を受ける設計書から適用。

・平成 10年 度 をピー クに平成 20年 度まで下降傾 向が続いていたが、その後は横

ばい となっていた。
・今 回の単価改訂 で平成 13年 度

当時の水準 となった。
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1    公 共工事設計労務革価の推移

(主要12職種平均)
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主要12職種

平均単面
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公共工事設計労務単価(1日当たり)

:円

[ 巳屁 254 平成 24年 I 対前 年比

特殊作業員 18,000 15,300 117 6鴨

普通作業員 16,100 13 100 122 9%

登作業 ヨ記 121300 10 400 113 3q・

造 園 エ 17,800 15,000 1187%

法 面 エ 21,400 18 000 118991

とびエ 18.300 15 400 1138q0

石 エ 22,300 18,300 118 66b

フロックエ 21,000 18 400 1141%

エ 17 100 15,200 112 5%

鉄筋 エ 19,400 16,400 118 3%

鉄骨エ 19,000 16.000 118 3%

塗 葺エ 13, 100 15,300 113 3鴨

済昼]髪エ 21,600 18,200 118 7鴨

運転手 特殊) 13 000 15,300 117 6ql

運 弘 手 一 般 ) 15,200 12,300 118 8,

潜かんエ 23.900 20,700 115 5硫

奇かん世話 23 400 24 600 115 4既

さ く岩エ 21,700 18,300 118 6,

トンネル特殊エ 24.400 201500 119 0,

トンネル作業員 19,400 16,400 113 37

トンネル世話役 25,700 21,600 1190‖

5梁特殊エ 23,900 20 200 118 3鴨

塗 宮エ 24 900 21 000 118 6鴨
博 26,800 22 600 118 6%

土 木 一般 世話 役 201300 17 700 114 7%

高級船 員 25,900 22,600 114 6%
!通

船員 20,200 17.600 114 8%

督水士 31.300 26,800 118 7%

清水運給 F 19,400 16,400 118 3%

7k主 白員
≡
孔 20 900 17 600 113 8q0

山林砂 万エ 23 100 19 400 11919n

エ 34,200 28,900 113 390

型 枠 エ 19 500 16 500 113 2q0

大 エ 20 300 17,100 118766

左 官 13,300 15 800 119 0%

配
Fェ 16 900 14 900 113 4%

よつ リエ 19,000 16,000 113 89b

「フKEE 20 500 17 300 113500

板全 エ 19,900 16,700 119 200

タイルエ 21,600 18,000 120 0%

サッシエ 19 900 16 700 1192q・

内 =エ 21 900 17,900 122 3%

ガラスエ 19,800 16,600 119 3%

建 エ 13.400 151500 1187%
「ク トエ 13,200 15,600 1167%

R温エ 18 500 161500 1121%

遅染 フ ロ ツクエ 20 100 16 900 118 9q・

設備機械エ 18,500 16,500 1121%

交通誘導 員
A 10 000 8 600 116 3ql

B 9,300 3,200 113 4%

5赤書きは、主要 12職 種公共工事設計労務単価 平均  1177%
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平成25年5月定例会
産経土木常任委員会 説 明資料
県土整備部 河 川課

利根川水系利根川 ・江戸川河川整備計画について

【計画の概要】

1 計 画対象区問

利根川、江戸川及びその支サ|の一部 (大臣管理区間)

2 計 画対象期間

概ね80年 間

3 治 水安全度

年超過確率 1/70～ 1/80

4 目 標流量 (利根)八 斗島地点)

17, 000m° /s (う ち河道対応流量 :14, 000m3/s)

5 主 な治水対策

①利根)1上流
・人ッ場ダム建設
・既存施設の機能補強

(奈良俣ダムと藤原ダムの容量振誉、洪水調節方式の見直し)
・首都圏氾濫区域堤防強化対策、築堤、浸透対策、河道掘削
・遊水地 (田中調節池、稲戸井調節池、烏川調節池)

②利根川下流
・築堤、河道掘削

③江戸川
`首都圏氾濫区域堤防強化対策、築堤、浸透対策、河道掘削、

高潮堤防
・構造物 (江戸川水間門、行徳可動堰)

【策定日】

平成25年 5月 15日



平成25年5月定例会

産経土木常任委員会 説 明資料

県土整備部 特 定ダム対策課

八ッ場ダム本体関連工事について

平成 25年 5月 15日 国の予算が成立し、人ッ場ダムについては 「早期完成に向けて取
り組みを進める」との基本的な方針に沿つて、本体工事の準備に必要な関連工事を進める
ための予算が計上された。
予算成立を受け、国は5月 17日 から本体関連工事等の契約手続きを開始した。

八ッ場ダム本体関連工事

(1)平成 25年 度予算
・ダム本体関連工事費 :18億 円 (125・H26の2カ年国債を予定)

(2)平成 25年 度予定
・本体関連工事として、作業ヤー ド造成、
仮締切等を実施予定。

・生活再建事業として、移転補償、湖面 1

を実施予定。

骨材プラン トヤー ド造成、工事用道路、

号橋年の付替道路、付着鉄道、代替地等

(3)契約手続 きについて
・5月 17日 から契約手続き (入札公告)を 開始。
・対象は平成 25年 度予定の うち、以下の工事及び調査、設計。

(工事)

(調査 ・設計)
・貯水池法面地質調査、ダム本体修正設計等

工 事 名 八 ッ場ダム本体左岸
上部掘削工事

骨材プラン トヤー ド
造成工事

盛土造成地線改良工事

概 要 左岸作業ヤー ド造成 骨材プラン トヤー ド
造虜

骨材プラン トヤー ドヘ
の工事用道路整備

八札公告 日 平成 25年 5月 17日 平成 25年 5月 17日 平成 25年 5月 17日

開 札 日 平成 25年 7月  1日 平成 25年 7月  1日 平成 25年 7月  1日

期エ 自

至
契約締結の翌日から
平成 26年 9月 30日

自

〓
契約締結の翌日から
平成26年 3月 31日

自

至
契約締結の翌日から
平成 26年 3月 31日
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平成25年5月定例会

産窪土木常任委員会 説 明資料

県土整備部 道 路整備課

地域高規格道路 (上信自動車道)の 新規事業化と整備区間指定について

1 新 規事業化 と整備区間指定

平成 25年 5月 15日 付け、国土交通省から平成 25年 度国庫補助事業費の内定通知
があり、新規事業化箇所 として、上信 自動車道東吾妻町内の下記の区間の新規事業化
が認められた。
また、平成 25年 5月 16日 付け、同区間が地域高規格道路の整備区間に指定された。

《地域高規格道路 新 規事業化区間》

路 線  名 事 業 箇 所

区間の起終点 長

　

め

延

　

は起   点 終   点

上信 自動車道

(国道 145号 )

あ 力【つま0″ し

吾 妻 東 バイパス
↓がしあ力1つまま,あ つ た

東 吾 妻町厚 日
びがtあがつ宮宮らうえヽり

東 吾 妻町植栗 6 4

上 侶 自由 耳 遺 L=的3 0 k m (騨 耳R的6 5 k m、長野R獅 5 k m )

章ロ
ヨ0ま

一ヽ
一ほ
浄
団

も
蛇
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平成25年5月定例会
産経土木常任委員会 説 明資料
県土整備部 道 路整備謀

(仮称)大 田スマー トiCの 連絡許可申請について

(仮)太 日スマー トiCの 連結許可申請書の提出

国土交通省から通知を受け、平成 25年 5月 1フ 日に太田市が国主交通大臣
に連結許可申請書を提出した。

【(仮称)大田スマー トiCの 位置】
連結予定位置 :太田市北金井地内
連結予定道路 :市道太田成塚北金井 1093号 線

たヽ環■J",

F,|●‐大田==的に=0■n7】
~

,■ B姉
ヽ 、

トー
‐淳Ⅲメ

日

」 ] i :
言

「(仮称)太 回スマー トlC実 施計画書」より



平成25年5月定例会
産経土木常任委員会 説 明資料
県土整備部 交 通政策課

群馬ヘ リポー トの管理における指定管理者制度活用の実施方針

平成 25年 5月

基本的事項

(1)施 設の概要

所在地 前橋市下阿内町 377-2

設置年月 日 昭和 63年 8月 25日

敷地面積 42,000平方メー トル

主な施設 ・建物 滑走路

エプロン (7パ ース)

管理棟 (鉄骨造 2階 建、延床面積82128平 方メー トル、昭和

63年 8月 完成)

へ ,コ プター学習館 (鉄骨造平屋建、延床面積8505平 方メ
ー トル、平成 9年 3月 完成)

企業局格納庫

給油施設

(2)施 設の設置目的

県民の航空交通の用に供すること、また、県民の安全 ・安心を守る警察ヘ リや防災

ヘ ツなどの公的ヘ リコプターの活動拠点としての役割を担 うために設置 している。

(3)指 定管理者制度活用の目的

航空関連事業を専F5とする民間事業者の知識や経験を活用することにより、管理運

営経費の縮減を図りながら、安全性 と効率性を両立した施設の適切な管理運営を行 う。

(4)指 定の期間 (予定)

3年 間 (平成 26年 4月 ～平成 29年 3月 )

(5)利 用料金制採用の有無

利用料金制を採用 しない。

理由 :本施設は、公共用ヘ リポー トの中でも全国第 3位 の着陸回数を誇ってい

るが、着陸回数の 78%(平 成 24年 度)は 使用料が免除される公的ヘ リ

コプター (警察ヘ ブ、防災ヘ リ、 ド クターヘ リなど)で あること、また、

格納庫事業に指定管理の業務外であることから、収入に対する指定管理者

の努力の反映は困難であるため



(6)指 定管理者に支払う施設管理費用の上限額 (予定)

3年 間の総額  72, 324千 円

(消費税 5%で 算定) 平成 26年 度 24, 108千 円

平成 27年 度 24, 108千 円

平成 28年 度 24, 108千 円

(7)お 設の管理運営方針

ア 公 共用ヘ リポー トとして、年間を通じて安全に使用できる状態を維持するととも

に、ヘ リコプターの安全運航が確保されるよう支援を行 う。

イ 航 空保安対策に支障を生じないことを前提に、可能な限り運営を合理化する。

ウ 地 域住民の理解と協力を得るよう継続的な努力を行い、苦情などにも誠意ある対

応を行 う。

工 大 規模災害が発生した場合にも、安全を確保 した上で管理運営を継続する。

オ 制 限区域への侵入防止など、ヘ リポー ト内の保安対策を講じる。

(8)指 定管理者が行う業務の範囲 (業務内容、要求水準、成果目標等)

ア 業 務内容

(ア)ヘ リポー ト施設及び設備の維持管理 (小規模修構を含む)

(イ)航 空無線による運航事業者に対する情報提供

(ウ)施 設使用に関する事務及び使用料徴収受託事務

(工)ヘ リコプター学習館の開館やイベン トの実施等による県民向け広報の実施

(オ)大 規模災害の発生に備えた体制整備

(力)外 部からの侵入防止など保安対策

イ 要 求水準

募集要項において、個々の事業区分ごとに具体的な要求基準を定める。

ウ 成 果 目標

(ア)年 間を通 じて安全に使用できる状態を維持すること。

(イ)利 用者に満足 してもらえるサー ビスを提供すること。

(ツ)管 理運営に起因する航空事故を発生させないこと。

※ そ の他、応募者にも具体的な成果 目標を提示させる。



2 募 集及び候補者選定等に関する事項

(1)募 集の方法

公募 とする (県内に主たる事業所 (本社又は本店等)を 有する事業者だけでは十分

な競争条件を確保できないことから、地域要件を緩和 して募集を行 う。)。

(2)審 査の方法及び選定基準等

ア 審 査の方法

候補者選定における透明性 `公平性を高めるため、県職員以外の民間委員で構成

する群馬ヘ リポー ト指定管理者選定委員会を設置 し、応募者から提出される事業計

画書等について、募集要項において定める選定基準に基づいて総合的な審査を行 う。

イ 選 定委員会の構成

航空、公共政策、財務会計、労務管理などに専門知識を有する者や地域住民代表

者など8名 程度を選任する。

ウ 選 定基準

(ア)指 定管理者の指定を受けようとする団体が、事業計画に沿つた管理を安定 して

行 う能力を有すること。

(イ)事 業計画の内容が、県民の平等な利用を確保できるものであること。

(ツ)事 業計画の内容が、当該施設の設置の目的を効果的かつ/~7」率的に達成できるも

のであること。

(工)事 業計画の内容が、施設の管理運営に係 る経費の縮減を図るものであること。

(オ)事 業計画の内容が、利用者要望への対応、地域貢献、防災対策 緊 急時の対応

等、その他必要 と認める基準を満たすものであること。

(力)航 空関連事業に関する知識 ・経験を有する従業員を擁 していること。

(キ)大 規模災害が発生 した場合にも、運営を継続できる体制をとれること。

※ 選 定基準ごとの詳細な害査項 目、審査内容及び配点については、選定委員会で

決定 し、募集要項 (選定要項)に おいて定める。

工 審 査経過の公開

応募者及び提出された事業計画の概要、選定委員会の審査概要及び審査結果は、

応募者の利益及び選定の公正性を損なわない範囲、かつ、航空保安対策に関する機

密及び企業機密に関し支障を生 じない範囲で、逐次公開する。
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3 今 後の日程 (予定)に 関する事項

実施方針の県議会への報告 平成 25年 5月 定例県議会

選定委員会の設置 6月

募集期間 7月 ～ 8月

募集状況の県議会への報告 9月 定例県議会

審査の実施 9月 ～ 11月

候補者の遵定 (候補者 としての適否の判定) 1 1月

指定及び債務負担行為に係る議案上程

(審査経過の県議会への報告)

9月 定例県議会

(旧11月議会に相当する期間)

指定、協定の締結、引継 平成 23年 1月 ～ 3月

指定管理期間開始 4月

4 (参 考)現 在の管理状況

(1)施 設の管理者

日本空港ヨンサルタンツ。大成有楽不動産連合体

(代表者 :株式会社 日本空港ヨンサルタンツ、構成員 :大成有楽不動産株式会社)

(2)施 設管理経費の実績 (指定管理業務相当部分)

平成 23年 度実績 収 入 23, 883千 円  支 出 21, 218千 円

(3)施 設利用の実績

平成 23年 度実績 肴 陸回数  1, 739件


